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使
わ
な
く
な
っ
た

古
着
・
古
布
を
回
収
し
ま
す

　
桐
生
市
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
協
議
会

で
は
、
も
っ
た
い
な
い
精
神
の
も

と
に
、
ご
み
の
減
量
化
と
資
源
の

再
利
用
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
、
市
内
の
10
か
所
に
、
古
着
・

古
布
の
無
料
回
収
ボ
ッ
ク
ス
を
設

置
し
て
い
ま
す
。

　
回
収
ボ
ッ
ク
ス
に
集
め
ら
れ
た

古
着
や
古
布
は
、
海
外
で
再
利
用

さ
れ
た
り
、
工
場
な
ど
で
機
械
器

具
類
を
清
掃
す
る
布
と
し
て
リ
サ

イ
ク
ル
さ
れ
た
り

し
ま
す
。

回
収
ボ
ッ
ク
ス
設

置
場
所
＝
新
里
支

所
、
東
公
民
館
、

北
公
民
館
、
境
野

公
民
館
、
広
沢
公

民
館
、
川
内
公
民

館
、
桜
木
公
民
館
、

菱
公
民
館
、
総
合

福
祉
セ
ン
タ
ー
、

桐
生
ガ
ス
プ
ラ
ザ

駐
車
場

回
収
時
間
＝
午
前

９
時
～
午
後
７
時

団体の年間総回収量 奨励金単価
（１ｋｇ当たり）

10 トン未満 4.5 円

10 トン以上 30 トン未満 5.0 円

30 トン以上 50 トン未満 6.0 円

50トン以上 100トン未満 7.0 円

100 トン以上 8.0 円

再
生
資
源
の
集
団
回
収

登
録
団
体
を
募
集
し
ま
す

　
集
団
回
収
は
町
内
会
や
子
供
会

な
ど
地
域
住
民
で
構
成
さ
れ
る
団

体
が
、
家
庭
か
ら
出
た
再
生
資
源

を
回
収
し
、
資
源
回
収
業
者
へ
そ

の
再
生
資
源
を
引
き
渡
し
、
ご
み

の
減
量
と
再
生
資
源
の
有
効
活
用

に
取
り
組
む
も
の
で
す
。

　
市
の
集
団
回
収
事
業
に
登
録
い

た
だ
い
た
団
体
に
は
、
回
収
量
に

応
じ
て
市
よ
り
奨
励
金
が
交
付
さ

れ
ま
す
。
お
住
ま
い
の
地
域
や
集

ま
り
な
ど
で
団
体
を
構
成
し
、
集

団
回
収
を
始
め
て
み
ま
せ
ん
か
。

奨
励
金

　
左
下
の
表
の
と
お
り
で
す
。

対
象
と
な
る
再
生
資
源

　
家
庭
か
ら
出
さ
れ
た
紙
類
、
金

属
類
、
ア
ル
ミ
類
、
空
き
び
ん
類
、

繊
維
類
に
限
り
ま
す
。

　
詳
し
い
こ
と
は
、
環
境
課
に
お

問
い
合
わ
せ
い
た
だ
く
か
、
市
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
を
御
覧
く
だ
さ
い
。

登
録
条
件

　
町
内
会
や
子
供
会
な
ど
、
構
成

員
が
10
人
以
上
所
属
し
て
い
る
団

体
で
、
集
団
回
収
を
年
間
４
回
程

度
、
実
施
で
き
る
団
体
で
す
。

登
録
方
法

　
必
要
事
項
を
記
入
し
た
申
請
書

と
振
込
先
と
な
る
預
貯
金
通
帳
の

写
し
な
ど
を
市
役
所
２
階
の
環
境

課
又
は
新
里
・
黒
保
根
支
所
市
民

生
活
課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

申
請
用
紙
は
、
環
境
課
、
新

里
・
黒
保
根
支
所
の
ほ
か
、
市
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
に
有
り
ま
す
。

　
問
い
合
わ
せ
は
、
環
境
課
ご
み

減
量
係
（
☎
内
線
４
５
３
）
へ
。

回
収
品
目
＝
古
着
（
Ｔ
シ
ャ
ツ
・

ポ
ロ
シ
ャ
ツ
・
シ
ャ
ツ
・
ス
ー

ツ
・
パ
ン
ツ
・
ス
カ
ー
ト
な
ど
）、

古
布
（
タ
オ
ル
、
毛
布
、
カ
ー
テ

ン
な
ど
）
※
回
収
ボ
ッ
ク
ス
に
出

す
際
は
、
洗
濯
し
た
も
の
を
乾
燥

さ
せ
、
ビ
ニ
ー
ル
袋
に
入
れ
て
出

し
て
く
だ
さ
い
。

　
問
い
合
わ
せ
は
、桐
生
市
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
協
議
会（
☎
55
０
１
７
０
）

へ
。

リ
サ
イ
ク
ル
し
ま
す
の
で

洗
濯
・
乾
燥
し
て
か
ら
出
し
て
く
だ
さ
い

東堤こども育成会の皆さん
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国
民
健
康
保
険
か
ら
の

お
知
ら
せ

高
額
療
養
費
の
申
請

　
入
院
や
高
額
な
外
来
診
療
の
時

に
は
、
限
度
額
適
用
認
定
証
（
認

定
証
）
を
保
険
医
療
機
関
な
ど
に

提
示
す
る
こ
と
で
自
己
負
担
限
度

額
ま
で
の
支
払
い
に
抑
え
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
認
定
証

を
使
用
し
て
複
数
の
保
険
医
療
機

関
を
受
診
し
た
場
合
や
、
認
定
証

を
使
用
し
な
い
場
合
な
ど
は
、
医

療
費
の
自
己
負
担
限
度
額
を
超
え

た
費
用
を
高
額
療
養
費
と
し
て
、

後
か
ら
国
民
健
康
保
険
（
国
保
）

が
支
給
し
ま
す
。

　
高
額
療
養
費
に
該
当
し
た
人
に

は
、
医
療
保
険
課
か
ら
対
象
と
な

っ
た
月
の
２
か
月
後
の
下
旬
以
降

に
、
申
請
に
つ
い
て
の
案
内
通
知

（
は
が
き
）
を
お
送
り
し
て
い
ま

す
。
申
請
に
は
保
険
医
療
機
関
や

薬
局
な
ど
で
支
払
っ
た
領
収
書
が

必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、
保
管
し

て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

　
申
請
は
２
年
間
有
効
で
す
。
振

り
込
み
は
、
申
請
月
の
翌
月
下
旬

と
な
り
ま
す
。

交
通
事
故
は
届
け
出
を

　
交
通
事
故
な
ど
で
け
が
を
し
て
、

国
保
で
治
療
を
受
け
る
場
合
は
、

事
前
に
医
療
保
険
課
に
第
三
者
行

為
傷
病
届
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

国
保
が
治
療
費
を
一
時
的
に
立
て

替
え
、
後
で
加
害
者
か
ら
国
保
に

返
し
て
も
ら
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

加
入
・
脱
退
も
届
け
出
を

　
国
保
被
保
険
者
証
の
再
交
付
申

請
、
国
保
加
入
・
脱
退
届
に
は
、

次
の
も
の
が
必
要
に
な
る
ほ
か
、

運
転
免
許
証
な
ど
の
身
分
証
明
書

が
必
要
と
な
り
ま
す
。
身
分
証
明

書
の
提
示
が
な
い
場
合
は
、
国
保

被
保
険
者
証
は
郵
送
と
な
り
ま
す
。

国
保
の
手
続
き
に
必
要
な
も
の

被
保
険
者
証
再
発
行
…
印

加
入
…
印
、
社
会
保
険
離
脱
証
明

書脱
退
…
印
、
国
保
被
保
険
者
証
、

加
入
し
た
職
場
の
健
康
保
険
被
保

険
者
証

　
問
い
合
わ
せ
は
、
医
療
保
険
課

国
保
係
（
☎
内
線
２
５
８
）
へ
。

介
護
保
険
料
の
納
め
忘
れ
は

あ
り
ま
せ
ん
か

　
普
通
徴
収
（
納
付
書
に
よ
る
納

付
）
の
対
象
者
の
皆
さ
ん
に
期
限

内
納
付
へ
の
御
協
力
を
お
願
い
し

て
い
ま
す
。

　
第
１
号
被
保
険
者
（
65
歳
以
上

の
人
）
が
介
護
保
険
料
を
滞
納
す

る
と
、
延
滞
金
が
加
算
さ
れ
る
だ

け
で
な
く
、
滞
納
期
間
に
応
じ
て

保
険
給
付
の
制
限
を
受
け
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。
介
護
サ
ー
ビ
ス
が

必
要
に
な
っ
た
と
き
に
安
心
し
て

サ
ー
ビ
ス
が
利
用
で
き
ま
す
よ
う
、

御
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
納
付
書
で
納
め
て
い
る
人
は
口

座
振
替
が
便
利
で
す
。

　

保
険
料
の
納
め
忘
れ
が
な
く
、

ま
た
納
期
ご
と
に
金
融
機
関
へ
行

く
必
要
が
な
く
な
り
ま
す
。

　
希
望
す
る
人
は
、
口
座
振
替
依

頼
書
、
通
帳
、
通
帳
お
届
け
印
を

御
持
参
の
上
、
納
付
書
に
記
載
さ

れ
て
い
る
取
り
扱
い
金
融
機
関
へ

直
接
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

　

問
い
合
わ
せ
は
、
長
寿
支
援

課
介
護
管
理
給
付
係
（
☎
内
線

３
９
０
・
３
９
１
）
へ
。

国土調査成果を
閲覧できます

　平成26年度に現地調査した黒保
根町下田沢の一部（清水地区）の地
籍図と地籍簿が作成されましたので、
閲覧を実施します。なお、対象者に
ついては、後日通知を発送します。
期間＝ 12 月 3 日 (木 )から 22 日

（火）まで（土・日曜日を除く）
時間＝午前９時から午後５時まで
閲覧場所＝黒保根支所２階和室
※12月6日(日)は清水集会所にて
午前９時から午後４時まで実施しま
す。
　問い合わせは、黒保根支所地域振
興整備課建設係（☎96-2110）へ。

　桐生都市計画で定める桐生公共下
水道の計画案を縦覧します。
市街化編入（群馬県決定済み）に伴
う広沢南公園地区及び堤町二丁目地
区の桐生公共下水道事業区域の拡大

（桐生市決定）
・案の縦覧
期間＝ 11 月６日（ 金 ）から 20 日

（金）まで（土・日曜日を除く）
時間＝午前８時30分～午後５時15分
縦覧場所＝水道局下水道課（市役所
２階）
・意見書の提出
　この計画案に対して意見のある人
は、縦覧期間中に、意見書を提出す
ることができます。
　問い合わせは、水道局下水道課工
務係（☎内線751）へ。

都市計画変更案の
縦覧をします

納
付
書
で
納
め
て
い
る
人
は

口
座
振
替
の
御
利
用
を

11 月６日（金）～
20 日（金）

12 月３日（木）～
22 日（火）

9 桐生市役所　　☎0277 ‐ 46 ‐ 1111



11 月 11 日（水）・21 日（土）
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年末調整・
決算等説明会を
開催します

　
桐
生
税
務
署
で
は
、
法
人
や
個

人
の
源
泉
徴
収
義
務
者
を
対
象
と

し
た
年
末
調
整
説
明
会
と
、
個
人

の
事
業
者
な
ど
を
対
象
と
し
た
説

明
会
を
開
催
し
ま
す
。

青
色
申
告
決
算
説
明
会

〈
営
業
・
不
動
産
所
得
者
〉

期
日
＝
12
月
９
日
（
水
）

時
間
＝
午
後
１
時
30
分
～
３
時
30
分

場
所
＝
市
民
文
化
会
館
ス
カ
イ
ホ

ー
ル

〈
農
業
所
得
者
〉

期
日
＝
12
月
18
日
（
金
）

時
間
＝
午
後
３
時
30
分
～
５
時

場
所
＝
Ｊ
Ａ
に
っ
た
み
ど
り
本
店

２
階
会
議
室
（
み
ど
り
市
笠
懸

町
）

白
色
決
算
説
明
会

〈
白
色
事
業
所
得
者
な
ど
〉

期
日
＝
12
月
10
日
（
木
）

時
間
＝
午
後
１
時
30
分
～
３
時
30

分場
所
＝
市
民
文
化
会
館
ス
カ
イ
ホ

ー
ル

消
費
税
等
説
明
会

〈
課
税
事
業
者
な
ど
〉

期
日
＝
12
月
4
日
（
金
）

時
間
＝
午
後
1
時
30
分
～
3
時
30

分場
所
＝
桐
生
税
務
署
3
階
会
議
室

年
末
調
整
説
明
会

〈
源
泉
徴
収
義
務
者
〉

期
日
＝
11
月
18
日
（
水
）

時
間
＝
午
後
1
時
30
分
～
4
時

場
所
＝
市
民
文
化
会
館
ス
カ
イ
ホ

ー
ル

　
問
い
合
わ
せ
は
、
桐
生
税
務
署

（
☎
22
３
１
２
１
、
自
動
音
声
に

従
い
「
２
」
を
選
択
）
へ
。

年
末
調
整
や
確
定
申
告
に
向
け
た
御
準
備
を

税に関する
無料相談

　「税を考える週間」（ 11 月 11 日から 17
日まで）に合わせて市内の税理士事務所で
各種の税に関する無料相談が行われます。
　ただし、複雑な相談や税務申告書を作成
する場合は有料となる場合があります。
期日＝11月11日（水）
時間＝午前10時～午後4時
場所＝桐生市内の税理士事務所
申し込み＝最寄りの税理士事務所へ事前に
電話をしてからお出掛けください。

特別会場を設けます
　税理士事務所だけでなく、お気軽に相談
できる特設会場を設けます。
期日＝11月21日（土）
時間＝午前10時～午後4時
場所＝桐生ガスプラザ（本町五丁目）
　問い合わせは、関東信越税理士会桐生支
部（☎44 ‐ 3301）へ。

　国税庁ホームページ（ ht tp : / /
www.nta.go.jp）の「確定申告書等
作成コーナー」で、所得税（復興特別
所得税）・個人消費税・贈与税の確定
申告書などの書類が作成できますので、
是非、御活用ください。
　問い合わせは、桐生税務署（☎22
‐ 3121、自動音声に従い「２」を選
択）へ。

申告書などの
作成は御自宅で
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「
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金

保
険
料
）
控
除
証
明
書
」
の

保
管
を

年
末
調
整
や
確
定
申
告
時
に

必
要
に
な
り
ま
す

　
国
民
年
金
保
険
料
は
、
所
得
税

及
び
住
民
税
の
申
告
に
お
い
て
社

会
保
険
料
控
除
の
対
象
と
な
り
ま

す
。
１
月
１
日
か
ら
12
月
31
日
ま

で
に
納
付
し
た
保
険
料
の
全
額
と

過
去
の
年
度
分
や
追
納
さ
れ
た
保

険
料
も
含
ま
れ
ま
す
。

　
平
成
27
年
中
に
納
付
し
た
国
民

年
金
保
険
料
に
つ
い
て
、
社
会
保

険
料
控
除
を
受
け
る
た
め
に
は
、

年
末
調
整
や
確
定
申
告
を
行
う
と

き
に
、
領
収
書
な
ど
保
険
料
を
支

払
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
の

添
付
が
必
要
で
す
。　 

　
こ
の
た
め
、
１
月
１
日
か
ら
９

月
30
日
ま
で
の
間
に
、
国
民
年
金

保
険
料
を
納
付
し
た
人
に
は
、
11

月
上
旬
に
日
本
年
金
機
構
か
ら
国

民
年
金
保
険
料
の
納
付
額
を
証
明

す
る
「
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金

保
険
料
）
控
除
証
明
書
」
が
郵
送

さ
れ
ま
す
の
で
、
申
告
書
の
提
出

の
際
に
は
、
必
ず
こ
の
証
明
書
又

は
、
領
収
書
を
添
付
し
て
く
だ
さ

い
。

※
10
月
１
日
か
ら
12
月
31
日
ま
で

の
間
に
、
今
年
初
め
て
国
民
年
金

保
険
料
を
納
め
た
人
へ
は
、
翌
年

の
２
月
上
旬
に
送
ら
れ
ま
す
。　

　
問
い
合
わ
せ
は
、
桐
生
年
金
事

務
所
（
☎
44
２
３
１
１
）
又
は
市

民
課
年
金
係
（
☎
内
線
２
７
３
）

へ
。

　
扶
養
控
除
な
ど
各
種
控
除
を
受

け
る
た
め
に
は
、
毎
年
10
月
下
旬

か
ら
11
月
上
旬
に
か
け
て
日
本
年

金
機
構
か
ら
送
ら
れ
る
「
扶
養
親

族
等
申
告
書
」
に
、
必
要
事
項
を

記
入
し
て
提
出
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。

　
「
扶
養
親
族
等
申
告
書
」
が
送

ら
れ
る
老
齢
年
金
受
給
者
は
、
次

の
項
目
に
該
当
す
る
人
で
す
。

①
65
歳
以
上
で
１
５
８
万
円
以
上

の
年
金
を
受
け
て
い
る
人

②
65
歳
未
満
で
１
０
８
万
円
以
上

の
年
金
を
受
け
て
い
る
人

　
な
お
、
障
害
年
金
や
遺
族
年
金

に
は
税
金
が
か
か
り
ま
せ
ん
の
で
、

こ
れ
ら
の
年
金
を
受
給
し
て
い
る

人
に
は
「
扶
養
親
族
等
申
告
書
」

は
送
ら
れ
ま
せ
ん
。

　

問
い
合
わ
せ
は
、桐
生
年
金
事

務
所（
☎
44
２
３
１
１
）又
は
市
民

課
年
金
係（
☎
内
線
２
７
３
）へ
。

国
民
年
金
（
老
齢
年
金
）

「
扶
養
親
族
等
申
告
書
」
の

提
出
を

固定資産税

建物を取り壊したら
必ず届出を
　固定資産税は、毎年1月1日を基準日と
して課税します。
　平成27年中に建物を取り壊したり、店
舗や工場などから住宅に利用状況が変わっ
た場合などは、固定資産税の算定方法が変
わる場合がありますので、お早目に届け出
てください。
　問い合わせは、税務課家屋係（☎内線
233）、新里支所市民生活課庶務・税務係

（☎74 ‐ 2212）又は黒保根支所市民生活
課庶務・税務係（☎96 ‐ 2111）へ。

警察が行う
犯罪被害者支援
　警察では、
犯罪の被害
者やその御
家族が一日
でも早く元
の生活に戻
れるよう、
支援を行っ
ています。

犯罪被害給付制度

　故意の犯罪行為により、死亡、負傷又は
疾病が生じた場合に、御遺族や被害者本人
に対して、国が一時金を支給する制度があ
ります（審査あり）。

経済的負担の軽減

　特定の犯罪により傷害などを負った場合
には、医療費などの一部について警察が支
出するなど、被害者などの経済的な負担を
軽減する制度があります。
　このほかにも様々な支援を行っています。
　問い合わせは、桐生警察署警務課（☎
43‐0110）へ。詳しいことは、群馬県警
察のホームページからも御覧いただけます。

11 桐生市役所　　☎0277 ‐ 46 ‐ 1111
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季
節
資
金
（
年
末
）
を

御
利
用
く
だ
さ
い

　
対
象
は
、
次
の
全
て
に
該
当
し
、

年
末
の
運
転
資
金
（
賞
与
の
支
払

い
、
仕
入
れ
な
ど
）
を
必
要
と
す

る
人
で
す
。

①
市
内
の
中
小
企
業
者

②
市
内
に
店
舗
、
工
場
、
事
務
所

な
ど
を
持
っ
て
い
る

③
同
一
業
種
を
１
年
以
上
継
続
し

て
い
る

限
度
額
＝
１
０
０
０
万
円

年
利
＝
１・５
パ
ー
セ
ン
ト
以
内

融
資
期
間
＝
６
か
月
以
内

返
済
方
法
＝
分
割
又
は
一
括
返
済

申
し
込
み
＝
11
月
２
日
（
月
）
か

ら
平
成
28
年
１
月
29
日
（
金
）
ま

で
に
、
市
内
及
び
み
ど
り
市
大

間
々
町
な
ど
の
金
融
機
関
（
労
働

金
庫
と
農
業
協
同
組
合
、ゆ
う
ち
ょ

銀
行
を
除
く
）
へ
。

　
問
い
合
わ
せ
は
、
取
扱
金
融
機

関
又
は
産
業
政
策
課
（
☎
内
線

５
８
３
）
へ
。

限
度
額
１
０
０
０
万
円

年
利
１
・
５
パ
ー
セ
ン
ト
以
内

禁止されています
野外でのごみの焼却

　野外焼却の苦情や問い合わせが増加しています。
　ドラム缶やブロック積み、穴などでの野外焼却は周囲の人の迷
惑になるだけでなく、ダイオキシンなどの有害物質が発生する可
能性があります。
　野外で、家庭や事業所のごみなどを焼却する場合は、国が定め
る構造基準の焼却炉で適切に行うことが法律で定められています。

有害物質が発生する可能性があります

平成 28・29 年度

建設コンサルタント
入札参加資格申請を
受け付けます
　入札参加資格申請を電子申請で受け付
けます。参加を希望する業者の皆さんは、
必ず申請の手続きをしてください。
　申請は、ぐんま電子入札共同システ
ムのホームページ（ https://portal.
g-cals.e-gunma.lg.jp/portal/）から行
ってください。
受付期間＝11月24日（火）から12月
11日（金）まで（土・日曜日を除く）
受付時間＝午前９時から午後５時まで
　新規登録の場合は、予備登録と本登録
の手続きが必要です。
　問い合わせは、契約検査課工事検査係

（☎内線553）へ。

ごみと再生資源の
収集カレンダー
広告を募集します
　平成28年度桐生市ごみと再生資源の収
集カレンダーに掲載する事業所や商店及び
公共的団体などの広告を募集します。
　ごみ収集カレンダーは、7種類63 ,000
枚作成され、市内全世帯へ毎戸配布されま
す。
募集枠=３枠
掲載料金=54,000円（税込み）
規格=縦25ミリメートル、横94ミリメー
トル
申し込み = 12 月１日（火）から 11 日

（金）まで、清掃センター清掃係で受け付
けますので、申込書に広告原稿を添えて直
接、お申し込みください。
　申込用紙、要綱などは、市清掃センター
清掃係のほか、市ホームページに有ります。
　問い合わせは、清掃センター清掃係（☎
74 ‐ 1014）へ。

　例外的に、農作物
の病害虫防除などや
一時的で小規模なも
のなどについては、
野外での焼却が認め
られていますが、苦
情があった場合は、
行政指導の対象にな
ります。
　問い合わせは、環
境課（☎内線 320 ）
又は東部環境事務所

（☎ 0276 ‐ 31 ‐
2517）へ。
×ドラム缶などでの野外焼却は禁止されています
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